
不適正経理処理に係る指摘状況について

（ア）　全市の状況(指摘金額）

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数

97,799 2 6,346 2 104,145 4

3,532,826 103 125,947 4 3,187,056 99 201,563 21 7,047,392 227

3,532,826 103 223,746 6 3,193,402 101 201,563 21 7,151,537 231

（イ）　港湾局の状況(指摘金額）

加算金 返納額

金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 件数 金額 金額

410,509 20 0 0 37,395 3 75,600 6 523,504 29

うち、国庫補助相当額 194,623 0 16,123 37,767 248,513 59,347 307,860
※農林水産省は該当なし

２　指摘の主な内容

国土交通省

合計

（単位：金額＝円、件数＝件）
補助対象外支出差替え

合計

翌年度納入

（単位：金額＝円、件数＝件）

農林水産省

補助対象外支出差替え

１　国庫補助事業に係る事務費に関する会計検査の概要
　　事務費に関する会計検査は、全都道府県、政令指定都市を対象として平成２０年度から実施され、
  平成２２年度ですべての都道府県及び政令指定都市の検査が終了しました。

（１）　本市に対する実地検査の期間
　　　平成２２年４月５日から４月９日までの間

（２）　検査対象
　　　環境創造局、経済観光局、建築局、都市整備局、道路局、港湾局及び教育委員会事務局で執行
     された、平成１６年度～２０年度の国土交通省及び農林水産省の国庫補助事業事務費のうち、需用
     費、賃金及び旅費

（３）　検査結果
　　　会計検査院から次のとおり不適正支出の指摘を受けました（なお、私的流用につながる預け金はあり
     ませんでした。）。　また、賃金は、執行がありませんでした。

省名
合計翌年度納入 前年度納入

港湾局

前年度納入

(１)差替え
 　契約の内容と異なる印刷をさせたもの（白黒コピーの印刷契約の中で、カラー印刷などをさせて
　いたもの）や事務用品の購入に際して、契約内容とは異なる事務用品を納品させていたもの

(２)前年度納入
　　当該年度の予算で支出したにもかかわらず、実際の納品が前年度に行われていたもの
　　　（事務用品、コピー機トナーカートリッジ）

(３)補助対象外支出
　　国庫補助の対象に該当しない物品の購入代金等を支払っていたもの
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３　不適正な経理処理の原因、背景

４　検査結果を受けた本市の対応

（１）　不適正な経理処理に関与した職員に対する厳正な注意

（２）　再発防止研修

（３）　抽出調査（モニタリング）の実施

（４）　経理処理の適正化を統括する新機構の設置

　　経理処理の適正化については、平成２３年度に予定している局再編後の新財政局に機構を設け、
再発防止に取り組みます。

（１）　緊急に必要となった物品購入や契約時の仕様書と相違する印刷物の発注等、会計法令等の順守
　　に対する認識が不足していたこと。
（２）　経費支出に当たり、国庫補助事業の実施に直接関係があるものとして、補助対象となると誤認して
　　いたものがあったこと。

　平成２２年３月３０日に公表した「経理処理に関する全庁調査（最終報告）」における再発防止策に加
え、今回の検査結果を受けて、次の対応を行います。

　　総括コンプライアンス責任者から、指摘対象となった６局（環境創造局、建築局、都市整備局、道路
局、港湾局及び教育委員会事務局）において不適正な経理処理に関与した当時の所管課長及び経理
担当課長に対して厳しく注意し、指導を徹底します。

　　国庫補助事業、国庫委託事業を所管する部署の職員に対して、今回の指摘を踏まえた再発防止研
修を実施します。

　　会計検査院と同様の手法（本市の帳簿と事業者の帳簿の照合）による印刷製本費、消耗品費を対
象とする抽出調査を実施します。


